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4月8日15：00より
２０社２１名（金融機関１
行２名）のご参加をいた
だき開催しました！！

助成金の種類はたくさんあります。用途にあった

助成金を活用することで積極的な人材の雇用もで

きます。何かご相談があれお気軽にご相談ください。

お力になれたらと思っております。

ご相談は、こちらに→川本社会保険労務士事務所
TEL ０８７－８７６－３５６０ 携帯 ０９０－２８２８－４０８７

60代のインターネット普及率は50パーセントを超えています。
口コミは大事です。GoogleプレイスはHPを持っていなくても
できますし、無料です。中小企業も活用できます。

是非インターネットの媒体を活用してください！！

今回も、税制についてのお話しと会社を経営する上でのメンタ
ル面のお話しをしたいと思います。

最初に、今回の大震災に際して会社から義援金を送られた場合
の、税法上の取り扱いについて資料を基にお話しさせていただ
きました。通常では、全額経費にはならない義援金も今回は特
別に全額経費になるなど変更点があります。義援金を会社から
お考えの場合は、事務所にご相談ください。
次に、国民生活記入公庫さんの災害貸付についてお話しします。

今回の震災で、すでに建設業のお客様では資材が滞り工事が
できなくなっているお客様もいらっしゃいます。震災の影響で業
務に支障をきたしているお客様向けの貸付があります。当事務
所は関係金融機関様との連絡も密で融資に関するご相談も多く
関与先様からお受けしています。

最後に、今回の大震災で被害に遭われた方々に対してお見舞
い申し上げます。ニュースを見ていて、命とはとてもはかなく、尊
いものであると感じています。今回の震災は四国で起きても不
思議はなかったと思うと、一瞬で当たり前の日常が一変してしま
うことを想定し、もしもの備えについて、日常から考えそして行動
しておくことがとても大事であると思います。困ったときは、まず
相談をしてみてく ださい。困ったなと思ったとき
に、一番に相 談に乗れる身近な存在であ
りたいと思 っています。

http://watanabeyoichi.tkcnf.com/pc/

当事務所のＨＰには、たくさ
んの情報が載っていま
す！！所長ブログも随時更
新中です★ご期待ください
★

定期的に参加す
れば有益な情報
を教えてもらえ
そうだな～ 税務以外の情

報にもとっても
詳しいな～

助成金も
色々あるん
だな～

http://watanabeyoichi.tkcnf.com/pc/

